
根室市教育委員会規則第７号  

 

根室市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

  令和７年３月１９日  

 

根室市教育委員会  

教育長  波  岸  克  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年３月１９日  

根室市教育委員会規則第７号  

 

根室市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則  

 

根室市招致外国青年任用規則（昭和 63年根室市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。  

第７条第１項第２号中「 28万円」を「 33.5万円」に、「 336万円」を

「 402万円」に、「 30万円」を「 34.5万円」に、「 360万円」を「 414万

円」に、「 32.5万円」を「 35.5万円」に、「 390万円」を「 426万円」に、

「 33万円」を「 36万円」に、「 396万円」を「 432万円」に改める。  

 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  


